
 

船舶事故等調査報告書 

平成２３年５月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第１１号 

事故等種類 座洲 

発生日時 平成２３年１月１６日 ０４時２８分ごろ 

発生場所 愛知県衣浦港南方沖 

 武豊町衣浦港東防波堤西灯台から真方位１３７°３.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４６.８′ 東経１３６°５９.４′） 

事故等調査の経過  平成２３年１月１８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 CLIPPER
クリッパー

 IZUMO
イ ズ モ

（パナマ共和国籍）、１７,００２トン 

 ９５５０１６３（ＩＭＯ番号）、PARAISO SHIPPING S.A 

 乗組員等に関する情報 船長（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共

和国発給） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１７人が乗り組み、空船で、衣浦港南方沖の衣浦港東

防波堤西灯台から真方位１５１°２.１Ｍ付近の水深約１４.５ｍ、底質泥

の場所に左舷錨の錨鎖を８節まで伸ばして単錨泊していた。 

守錨当直中の一等航海士は、レーダー及びＧＰＳで船位を確認したとこ

ろ、本船が走錨していることに気付き、直ちに機関をスタンバイさせると

ともに船長に報告した。 

本船は、抜錨することができず、機関を全速力前進にかけたが、平成２

３年１月１６日０４時２８分ごろ、浅所に乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西～西北西、風力 ５、最大瞬間風速 約１８.

８m/s 

海象：波高 約２.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期、潮高 約１.５９ｍ 

特記事項：本インシデント発生当時、東海海域全域には、海上強風警報が

発表されていた。 

その他の事項 民間会社が受信したＡＩＳ情報の記録によれば、平成２３年１月１３日

～１６日の本船の走錨経過は次のとおりであった。 

(1) １３日１５時４５分０３秒、北緯３４°４７′１７.９″東経１３

６°５７′４９.５″の位置であった。 

(2) １６日０３時３７分２１秒、北緯３４°４７′１９.９″東経１３

６°５８′０２.５″において、対地速力０.５ノット（kn）、対地針

路１８８.６°及び船首方位２９７°であり、その後、対地針路が東方

に変化していた。 

(3) １６日０３時４０分２３秒、北緯３４°４７′２０.１″東経１３

６°５８′０４.２″において、対地速力１.１kn、対地針路６７.５°

及び船首方位３１１°であり、その後、対地針路が東北東方に変化し

ていた。 



 

(4) １６日０３時４６分２５秒、北緯３４°４７′２０.７″東経１３

６°５８′０９.９″において、対地速力０.９kn、対地針路１１２.

３°及び船首方位２７１°であり、その後、対地針路が南東方に変化

していた。 

(5) １６日０４時２８分０４秒、北緯３４°４６′４８.６″東経１３

６°５９′２４.８″において、対地速力０kn、対地針路１４１.８°

及び船首方位２２２°であった。 

本船の喫水は、本インシデント当時、船首約３.８０ｍ、船尾約６.００

ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、夜間、衣浦港南方沖において単錨泊

中、風により走錨し、浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、衣浦港南方沖において単錨泊中、風

により走錨したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えら

れる。 

 




